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防鳥ネットの設置はお済みですか？
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防 鳥 ネ ッ ト の 設 置 期 限 ま で 2 ヶ 月 を 切 り ま し た 。

設 置 の 進 捗 状 況 は い か が で し ょ う か ？

☞令和3年10月より飼養衛生管理基準の野生動物侵入防止対策

（ネットの設置・点検・修繕）が家きん舎以外にも必須になります！

〔新たに侵入対策が必須となるもの〕

□堆肥舎 □飼料保管庫 □死体保管庫 等

☞設置だけでなく、点検や破損個所の修繕も！

お知らせ

・ 8月～9月に職員がネットの設置の状況確認に伺う予定です。

日程調整等のご協力をお願いします。

・ 農場巡回の際、令和4年2月から必須となる飼養衛生管理マニュアルの

参考様式をお渡しする予定です。

・ すでにマニュアルを作成していただいている農家様については、その内

容の確認をさせていただきます。


